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「東海道新幹線沿線（愛知県一宮市）」で発生した通信ケーブル火災に関する申し入れ

７月９日、午前１０時頃、東海道新幹線沿線（愛知県一宮市萩原町）の線路脇の通信ケ

ーブルが燃えているのを、巡回中の係員が発見し、運転を一時見合わせる事態が発生した。

マスコミによると、のぞみ１０３号が乗客を乗せたまま現場近くで緊急停止し、乗務員

が車内の消化器で消化したとのことであるが、本来、線路設備等の消化は、消防士が行う

ことが適切である。また、通信ケーブルは乗務員と指令所との無線連絡に使用するための

通信ケーブルであり、通常時・異常時等を問わず連絡体制には非常に重要な通信ケーブル

であると考える。

よって、以下の通り申し入れるので早急に協議の場を設定すること。

記

１．７月９日の「通信ケーブル火災」の詳細、原因を明らかにすること。

２．のぞみ１０３号の乗務員による消火活動の詳細を明らかにすること。

３．沿線や線路設備等の火災の消火活動は、本来、所轄の消防士が行うことが適切である。

乗務員に消化活動を命じた理由と責任者を明らかにすること。

４．消火活動を行っている間の、当該の列車と乗客の安全確保はどのように実施したのか。

明らかにすること。

５．線路設備等の火災を発見した場合の消火活動マニュアル（巡回係員、乗務員）を明ら

かにすること。

６．線路設備等に火災が発生した場合の運転取扱いを明らかにすること。

７．平成３０年３月に実施提案の「新幹線車内業務の見直し」では、車掌の乗り組み基準

を３名体制から２名体制にしようとしている。新幹線の乗客・乗務員の安全を守るた

めに「新幹線車内業務の見直し」を中止すること。

以上


